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新 1 号機に関する排水処理設備について排水の環境負荷を低減する方向で検討

した結果、次のように変更することにいたしました。 

既設排水処理設備、新設排水処理設備の各々で処理する排水量の内訳は、第 2表

のように変わり、新設排水処理からの排水のみとなります。 

 

第 1 表(1) 一般排水に関する事項（排水の水質）（準備書 第 2.2-15表(2)：P.42） 

項 目 単 位 現 状 
将 来 

既設排水処理設備 新設排水処理設備 

水 

質 

水素イオン濃度（pH） － 5.8～8.6 現状どおり 5.8～8.6 

化学的酸素要求量（COD） mg/L 25 現状どおり 25 

浮遊物質量（SS） mg/L 35 現状どおり 35 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/L 5 現状どおり 5 

窒素含有量（N） mg/L 100 現状どおり 16 

燐含有量（P） mg/L 8 現状どおり 2 

第 1図(変更前)のように、新 1号機の湿式電気集じん機排水の内、高濁質排水の

360m3/日は既設排水処理設備で処理し、低濁質排水の 1320 m3/日は新設の排水処理

設備で処理する計画としておりました。これを第 2図(変更後)のように、高濁質排

水、低濁質排水を新設排水処理設備で処理するように変更します。 

あわせて、既設発電所からの排水 1,200 m3/日も、新設排水処理設備で処理します。 

なお、排水量合計の変更はなく、排水量及び水質の内訳は、第 2 表となります。

高濁質排水の窒素含有量と燐含有量が改善されます。これにより、新 1 号機の排水

の負荷軽減をいたします。 

第 2表 発電所に関する排水処理変更に伴う一般排水の水質の内訳 

項 目 単 位 

排水処理 変更前 排水処理 変更後 

既設排水処理設備 
新設排水 

処理設備 
新設排水処理設備 

既設 

発電所 

高濁質 

排水 

低濁質 

排水 

既設 

発電所 

高濁質 

排水 

低濁質 

排水 

排水量（単位：m3/日）  1,200 360 1,320 1,200 360 1,320 

水 

質 

水素イオン濃度（pH）  － 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 

化学的酸素要求量（COD） mg/L 25 25 25 

浮遊物質量（SS） mg/L 35 35 35 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/L 5 5 5 

窒素含有量（N） mg/L 100 16 16 

燐含有量（P） mg/L 8 2 2 

１．新 1 号機に関する排水処理の変更について 
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第 1 図 一般排水に係るフロー（P.43，変更前） 

 

 

第 2 図 一般排水に係るフロー（P.43，変更後） 

 
注：＊印の湿式電気集じん機と排水処理設備は、新設の設備であることを示す。 
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準備書第 12 章に記載の施設の稼動（排水）に伴う水質の予測結果は、変更前

の第 3表が、第 4表のように変更となります。 

 

 

第 3表 施設の稼動に伴う水質の予測結果 

(準備書 第 12.1.2.1-22 表：P.755，変更前） 

項目 単位 冷却水 

一般排水 

（将来増加分） 
放水口 

将来増加分

による 

寄与濃度 

将来増加 

する 

負荷量 

(kg/日) 

既設排水 

処理設備 

新設排水

処理設備 

排水量 (m3/日) 1,812,000 360 1,320 1,813,680 － － 

化学的酸素要求量

(COD) 
(mg/L) 2.7 25 25 2.7 0.1未満 42 

全窒素 

(T-N) 
(mg/L) 1.2 100 16 1.23 0.03 57 

全燐 

(T-P) 
(mg/L) 0.12 8 2 0.123 0.003 6 

 

 

 

第 4表 施設の稼動に伴う水質の予測結果 

(準備書 第 12.1.2.1-22 表：P.755，変更後） 

項目 単位 冷却水 

一般排水 

（将来増加分） 
放水口 

将来増加分

による 

寄与濃度 

将来増加 

する 

負荷量 

(kg/日) 

既設排水 

処理設備 

新設排水

処理設備 

排水量 (m3/日) 1,812,000 － 1,680 1,813,680 － － 

化学的酸素要求量

(COD) 
(mg/L) 2.7 － 25 2.7 0.1未満 42 

全窒素 

(T-N) 
(mg/L) 1.2 － 16 1.21 0.01 27 

全燐 

(T-P) 
(mg/L) 0.12 － 2 0.122 0.002 3 
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更新前後の一般排水濃度及び一般排水負荷量について、変更前を第 5 表に、

変更後を第 6表に示します。  

排水処理の変更による新 1号の排水の負荷量増加分は、全窒素が、57kg/日が

27kg/日、全燐が 6kg/日から 3kg/日に、負荷量が低減されます。 
 
 

第 5表 更新前後の一般排水濃度及び一般排水負荷量 

（準備書 第 12.1.2.1-22 表の内訳，変更前） 

項 目 
一般排水濃度(mg/L) 一般排水負荷量（kg/日） 

更新前 更新後 増加分 更新前 更新後 増加分 

排水量(m3/日) 24,554 26,234 1,680 24,554 26,234 1,680 

化学的酸素要求量(COD) 25 25 0 614 656 42 

全窒素（T-N） 100 95.8 -4.2 2,455 2,513 57 

全燐（T-P） 8 7.7 -0.3 196 202 6 

 

第 6表 更新前後の一般排水濃度及び一般排水負荷量 

（準備書 第 12.1.2.1-22 表の内訳，変更後） 

項 目 
一般排水濃度(mg/L) 一般排水負荷量（kg/日） 

更新前 更新後 増加分 更新前 更新後 増加分 

排水量(m3/日) 24,554 26,234 1,680 24,554 26,234 1,680 

化学的酸素要求量(COD) 25 25 0 614 656 42 

全窒素（T-N） 100 94.6 -5.4 2,455 2,482 27 

全燐（T-P） 8 7.6 -0.4 196 200 3 

注 低濁質排水 1,320m3/日に加えて、高濁質排水 360m3/日の全窒素と全燐の水質も改善さ

れるため、前表と比べ、更新後の一般排水濃度が下がり、更新前後の負荷量の増加分も低

減されます。 

 

また、排水処理設備の入口水質は、第 7 表に示します。 

 

第 7表 排水処理設備の入り側の水質について(既設発電所排水の項追加) 

 水量 浮遊物質量(SS) 全窒素 全燐 

高濁質排水 360m3/日 500mg/L 20mg/L 2.2mg/L 

低濁質排水 1,320m3/日 50mg/L 17mg/L 2.1mg/L 

既設発電所

排水 
1,200m3/日 500mg/L 20mg/L 2.2mg/L 
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（１）発電用燃料の種類及び年間使用量の変更 

新１号機では、燃料ガスは副生ガスを混合し、発熱量を一定に調整して

使用します。 

発電用燃料のうちＢＦＧ(高炉ガス)について発熱量の変動幅が当初見

込みより大きくなることが想定され、新１号機のＣＯＧ（コークス炉ガス）

使用量を見直しました。ＢＦＧの発熱量が低下した場合、発熱量の大きい

ＣＯＧにて熱量調整するため、ＣＯＧ使用量が増加します。 

上記の変更に伴い､3号機のＣＯＧ使用量、新 1号機及び 3 号機のＬＤＧ

使用量を表 1のように見直しました。 

なお、発電所合計の各副生ガス（ＢＦＧ,ＣＯＧ,ＤＧ）の年間使用量に

変更はありません。 

 

 また、変更箇所は､変更前を上段の 2 重取消線部に､変更後を下段に記載

しました。 

 

 
第 1 表 発電用燃料の種類及び年間使用量（準備書 第 2.2-11表：P.36 ） 

項 目 単 位 
現 状 将 来 

1号機 2号機 3号機 合計 新 1号機 2号機 3号機 合計 

燃 料 

使用量 

BFG 億 m3N 10.9 8.9 9.8 29.5 
27.7  

 
0.6 

1.2 

 
29.5 

COG 億 m3N 1.6 1.6 1.4 4.6 
1.0 

 1.1 
2.1 

1.4 

 1.3 
4.6 

LDG 億 m3N 0.1 0.9 1.5 2.5 
0.3 

 0 
0.2 

1.9 

 2.2 
2.5 

重 油 億 L 0.009 0.009 0.017 0.035 － 0.008 0.008 0.016 

都市ガス 億 m3N 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 

注：1. 燃料の使用量は、製鉄所から供給される燃料のバランスに応じ変動するため、代表的な燃料構成

からそれぞれ年間の使用量を算出した。 

2. 4号機は、余剰蒸気による蒸気タービン発電設備であり、燃料は使用しないので記載しない。 

3. 製鉄所から発生する副生ガス量は粗鋼生産量に応じ増減するが、現状・将来で生産量は変わらな

いものとして、発電所で使用する副生ガス量も変動しないものとした。また、補助燃料（重油及

び都市ガス）は、新 1号機の高効率化によって、使用量が減少している。 

4. 燃料使用量は、四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。 

 

 

 

２．発電用燃料の各号機における使用量の変更について 
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（２）排ガス中の二酸化硫黄排出量の変更 

新１号機及び 2・3 号機の発電用燃料の使用量の変更の伴い、ばい煙に

関する事項を第 2 表のように変更いたします。この表は、各号機のばい煙

諸元の最大のパターンを示しています。 

第 2 表 ばい煙に関する事項は、将来の新 1 号機の欄は、ＣＯＧ使用量

増加に伴い硫黄酸化物の排出濃度、排出量が増加しますが、2･3 号機の欄

は、重油と副生ガス混焼時の運転によるもののため、今回の変更により変

更はありません。 

また、第 1 表のとおり、変更前後で、新 1 号機･2 号機･3 号機の年間の

燃料使用量合計に変更はありませんので、燃料由来である硫黄酸化物の年

間排出量に変更はありません。 

 
第 2表 ばい煙に関する事項（準備書 第 2.2-13表：P.37） 

項 目 単 位 
現 状 将 来 

1号機 2号機 3号機 新 1号機 2号機 3号機 

煙  突 

地上高さ m 130 85 130 

口  径 m φ3.5 φ3.5 φ3.5 φ5 φ3.5 φ3.5 

基  数 基 1（3筒身） 1(1筒身) 1（2筒身） 

排  出 

ガ ス 量 

湿  り 103m3N/h 503.4 503.4 503.4 1,291 503.4 503.4 

乾  き 103m3N/h 475.4 475.4 475.4 1,217 475.4 475.4 

実測酸素濃度 % 3.1 3.1 3.1 11 3.1 3.1 

煙突出口ガス温度 ℃ 134 134 134 115 134 134 

煙突出口ガス速度 m/s 21.7 21.7 21.7 26.5 21.7 21.7 

硫  黄 

酸 化 物 

排出濃度 ppm 97.4 97.4 97.4 
1.7  

3.7 
97.4 97.4 

排 出 量 m3N/h 

46.3 46.3 46.3 
2.1  

4.5 
46.3 46.3 

138.9 
94.7            

97.1 

窒  素 

酸 化 物 

排出濃度 ppm 112 112 112 5 112 112 

排 出 量 m3N/h 
56.1 56.1 56.1 12.2 56.1 56.1 

168.3 124.4 

ばいじん 

排出濃度 mg/m3
N 30 30 30 3 30 30 

排 出 量 kg/h 
15.0 15.0 15.0 7.3 15.0 15.0 

45.0 37.3 

注：1. 現状の 1号機を廃止し、新 1号機を新設する。 

2.  4号機は、余剰蒸気による蒸気タービン発電設備のため、ばい煙に関する事項の該当はない。 

3. 窒素酸化物及びばいじんの排出濃度については、以下の換算値による。ここで、空気中の 02 濃

度は 21%とした。 

・1号機、2号機及び 3号機（ボイラ）：02濃度 4%換算値 

・新 1号機（ガスタービン）    ：02濃度 16%換算値 

  窒素酸化物（ばいじん）排出量=乾き排ガス量×排出濃度×（21－実 02濃度）/（21－換算値） 

4. 硫黄酸化物の排出濃度は、実 02濃度の値である。 

5. 既設発電所の排ガス処理設備としては電気集じん機がある。 
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（１）二酸化硫黄の排出量変更に伴う年平均値の再予測 

新１号機及び 2・3号機の発電用燃料の使用量の変更の伴い、副生ガス専焼

時の排煙諸元は第 1表のとおり変更となります。 

新１号機の二酸化硫黄の排出量が、1.9m3
N/h から 2.2m3

N/h と若干増加し、

既設 2・3号機は、12.7m3
N/hから 12.1m3

N/h に減少いたします。 

なお、もう 1つの操業パターンである高炉休風時（準備書 第 12.1.1.1-41

表(1)）は、新 1 号機は停止中のため、排煙諸元の変更はありません。 
 

第 1 表 煙源の諸元（通常時：副生ガス専焼時） 

（準備書 第 12.1.1.1-41表(2)：P.555 ） 

項 目 単 位 
現  状 将  来 

１号機 ２号機 ３号機 新１号機 ２号機 ３号機 

煙突形態 － ３筒身集合 
単独 

[新設煙突] 
２筒身集合 

煙突実高さ ｍ 130 85 130 

排出ガス量（湿り） 103m3N/h 1470 1291 976 

排出ガス温度 ℃ 125 115 125 

排出ガス速度 m/s 20.6 26.5 20.6 

硫黄酸化物排出量 m3N/h 11.1 
1.9  
2.2 

12.7      
12.1 

窒素酸化物排出量 m3N/h 162.8 12.2 107.7 

ばいじん排出量 kg/h 46.0 7.3 30.5 

注：1. 副生ガス専焼時の稼働日数は定期点検時（約 30日）を含めて、年間約 353日である。 
2. 燃料の使用量は、製鉄所から供給される燃料のバランスに応じ変動するため、代表的な燃料構
成から煙源の諸元を設定した。 

 

 

新１号機の最大着地濃度は、第 2表のとおり 0.000003ppmから 0.000004ppm

と若干高くなりますが、新１号機及び既設の 2・3号機の重合濃度は変更前後

とも 0.000018ppm とほぼ同じです。 

また、年平均値の将来環境濃度は、第 3 表のとおり寄与濃度の最大の川崎

区大師分室では 0.000017ppmから 0.000016ppmとやや小さくなります。 

 

なお、二酸化硫黄の年平均値を再予測した結果の詳細は、第 4表、及び第 1

図～第 2図のとおりです。 
 

３．施設の稼働（排ガス）の大気質の再予測について 
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第 2表 二酸化硫黄の年平均値の予測結果（最大着地濃度及び地点） 

（準備書 第 12.1.1.1-46表(P.558)） 

項 目 

現 状 将 来 

１号機 
２号機 
３号機 

新１号機 
２号機 
３号機 

新１号機単独 

最大着地濃度（寄与濃度） 
0.000013ppm 0.000018ppm 

0.000018ppm 
0.000003ppm 
0.000004ppm 

最大着地濃度地点 南約 10.2km 南約 9.2km 北北東約 6.8km 

 

 

第 3表 年平均値の予測結果と環境基準の年平均相当値との対比(二酸化硫黄) 

（準備書 第 12.1.1.1-67表(1)(P.606)） 

図
中
番
号 

評価対象 

地  点 

寄与濃度 

新１号機 

２号機 

３号機 

バック 

グラウンド 

濃 度 

将  来 

環境濃度 

環境基準の 

年平均相当値 
寄与率 

評価対象 

地点の 

選定根拠 
(ppm) 

a 

(ppm) 

b 

(ppm) 

c＝a＋b 

(ppm) 

 

(％) 

a／c 

×100 

2 川崎区大師分室 
0.000017 

0.000016 
0.004 

0.004017 

0.004016 

0.020 

0.42 

0.40 
寄与濃度の最大 

13 中区本牧 
0.000010 

0.000010 
0.006 

0.006010 

0.006010 

0.17 

0.17 

将来環境濃度の

最大 

16 磯子区総合庁舎 
0.000010 

0.000010 
0.006 

0.006010 

0.006010 

0.17 

0.17 

将来環境濃度の

最大 

注：1. 図中番号は、第12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、評価対象地点の平成21～25年度における年平均値の平均値を用

いた。 

  3. 環境基準の年平均相当値は、環境基準（日平均値）から、調査地域の一般局32局の平成21

～25年度の測定結果を基に作成した以下の式により求めた。 

二酸化硫黄：y＝0.53259x－0.00046 

y：年平均値（ppm）、x：日平均値の2％除外値（ppm） 
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第 4 表(1) 二酸化硫黄の年平均値の予測結果（測定局） 

（準備書 第 12.1.1.1-45表：P.558，変更前） 

(単位：ppm) 

都 県 市 区 

図 

中 

番 

号 

測 定 局 

寄 与 濃 度 

バック 
グラウンド 

濃 度 

将 来 
環境濃度 

現 状 将 来 

１号機 
２号機 
３号機 

新１号機 
２号機 
３号機 

新１号機 
単 独 

 a  b a+b 

神奈川県 川崎市 1 川崎市第 4 庁舎 0.000007  0.000009  0.000002  0.003  0.003009  

2 川崎区大師分室 0.000011  0.000017  0.000003  0.004  0.004017 

3 国設川崎 0.000006  0.000010  0.000001  0.003  0.003010  

4 幸スポーツセンター 0.000006  0.000008  0.000001  0.003  0.003008  

5 中原保健福祉センター 0.000005  0.000005  0.000001  0.002  0.002005  

6 生活文化会館 0.000002  0.000002  0.000000  0.002  0.002002  

7 宮前平小学校 0.000002  0.000002  0.000000  0.001  0.001002  

横浜市 8 鶴見区潮田プラザ 0.000003  0.000005  0.000001  0.005  0.005005  

10 神奈川区総合庁舎 0.000007  0.000010  0.000002  0.005  0.005010  

11 西区平沼小学校 0.000006  0.000008  0.000001  0.004  0.004008  

13 中区本牧 0.000006  0.000010  0.000002  0.006  0.006010  

14 南区横浜商業高校 0.000006  0.000008  0.000001  0.004  0.004008  

15 保土谷区桜丘高校 0.000006  0.000007  0.000001  0.003  0.003007  

16 磯子区総合庁舎 0.000008  0.000010  0.000002  0.006  0.006010  

17 金沢区長浜 0.000006  0.000007  0.000001  0.004  0.004007  

18 港北区総合庁舎 0.000004  0.000005  0.000001  0.004  0.004005  

19 港南区野庭中学校 0.000007  0.000008  0.000001  0.003  0.003008  

20 旭区鶴ケ峯小学校 0.000005  0.000006  0.000001  0.004  0.004006  

21 緑区三保小学校 0.000002  0.000003  0.000000  0.003  0.003003  

22 栄区上郷小学校 0.000006  0.000007  0.000001  0.003  0.003007  

23 青葉区総合庁舎 0.000002  0.000003  0.000000  0.003  0.003003  

24 都筑区総合庁舎 0.000003  0.000003  0.000001  0.004  0.004003  

東京都 中央区 25 中央区晴海 0.000008  0.000009  0.000002  0.003  0.003009  

港区 26 港区台場 0.000009  0.000011  0.000002  0.003  0.003011  

品川区 28 品川区八潮 0.000011  0.000013  0.000003  0.004  0.004013  

大田区 30 大田区東糀谷 0.000012  0.000016  0.000003  0.003  0.003016  

31 大田区中央 0.000006  0.000008  0.000002  0.006  0.006008  

33 大田区矢口 0.000005  0.000006  0.000001  0.005  0.005006  

34 大田区六郷 0.000008  0.000010  0.000002  0.005  0.005010  

35 大田区京浜島 0.000012  0.000015  0.000003  0.004  0.004015  

世田谷区 36 世田谷区世田谷 0.000003  0.000003  0.000001  0.002  0.002003  

千葉県 木更津市 37 木更津畔戸 0.000001  0.000001  0.000000  0.002  0.002001  

注：1. 図中番号は、第 12.1.1.1-10図に対応している。  

  2. バックグラウンド濃度は、各測定局の平成 21～25 年度における二酸化硫黄濃度の年平

均値の平均値を用いた。 

  3. 寄与濃度の最大及び将来環境濃度の最大を太字で示した。 
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第 4 表(2) 二酸化硫黄の年平均値の予測結果（測定局） 

（準備書 第 12.1.1.1-45表：P.558，変更後） 

(単位：ppm) 

都 県 市 区 

図 

中 

番 

号 

測 定 局 

寄 与 濃 度 

バック 
グラウンド 

濃 度 

将 来 
環境濃度 

現 状 将 来 

１号機 
２号機 
３号機 

新１号機 
２号機 
３号機 

新１号機 
単 独 

 a  b a+b 

神奈川県 川崎市 1 川崎市第 4 庁舎 0.000007  0.000009  0.000002  0.003  0.003009  

2 川崎区大師分室 0.000011  0.000016  0.000003  0.004  0.004016 

3 国設川崎 0.000006  0.000010  0.000001  0.003  0.003010  

4 幸スポーツセンター 0.000006  0.000008  0.000001  0.003  0.003008  

5 中原保健福祉センター 0.000005  0.000005  0.000001  0.002  0.002005  

6 生活文化会館 0.000002  0.000002  0.000000  0.002  0.002002  

7 宮前平小学校 0.000002  0.000002  0.000000  0.001  0.001002  

横浜市 8 鶴見区潮田プラザ 0.000003  0.000005  0.000001  0.005  0.005005  

10 神奈川区総合庁舎 0.000007  0.000010  0.000002  0.005  0.005010  

11 西区平沼小学校 0.000006  0.000008  0.000001  0.004  0.004008  

13 中区本牧 0.000006  0.000010  0.000002  0.006  0.006010  

14 南区横浜商業高校 0.000006  0.000008  0.000001  0.004  0.004008  

15 保土谷区桜丘高校 0.000006  0.000007  0.000001  0.003  0.003007  

16 磯子区総合庁舎 0.000008  0.000010  0.000002  0.006  0.006010  

17 金沢区長浜 0.000006  0.000007  0.000001  0.004  0.004007  

18 港北区総合庁舎 0.000004  0.000005  0.000001  0.004  0.004005  

19 港南区野庭中学校 0.000007  0.000008  0.000001  0.003  0.003008  

20 旭区鶴ケ峯小学校 0.000005  0.000006  0.000001  0.004  0.004006  

21 緑区三保小学校 0.000002  0.000003  0.000000  0.003  0.003003  

22 栄区上郷小学校 0.000006  0.000007  0.000001  0.003  0.003007  

23 青葉区総合庁舎 0.000002  0.000003  0.000000  0.003  0.003003  

24 都筑区総合庁舎 0.000003  0.000003  0.000001  0.004  0.004003  

東京都 中央区 25 中央区晴海 0.000008  0.000009  0.000002  0.003  0.003009  

港区 26 港区台場 0.000009  0.000011  0.000002  0.003  0.003011  

品川区 28 品川区八潮 0.000011  0.000013  0.000003  0.004  0.004013  

大田区 30 大田区東糀谷 0.000012  0.000016  0.000003  0.003  0.003016  

31 大田区中央 0.000006  0.000008  0.000002  0.006  0.006008  

33 大田区矢口 0.000005  0.000006  0.000001  0.005  0.005006  

34 大田区六郷 0.000008  0.000010  0.000002  0.005  0.005010  

35 大田区京浜島 0.000012  0.000015  0.000003  0.004  0.004015  

世田谷区 36 世田谷区世田谷 0.000003  0.000003  0.000001  0.002  0.002003  

千葉県 木更津市 37 木更津畔戸 0.000001  0.000001  0.000000  0.002  0.002001  

注：1. 図中番号は、第 12.1.1.1-10図に対応している。  

  2. バックグラウンド濃度は、各測定局の平成 21～25 年度における二酸化硫黄濃度の年平

均値の平均値を用いた。 

  3. 寄与濃度の最大及び将来環境濃度の最大を太字で示した。 
 

 



11 

 

第 1 図(1) 二酸化硫黄の地上寄与濃度（年平均値）予測結果 

 （将来：新１号機、２号機、３号機） 

（準備書 第 12.1.1.1-33図(3)：P560，変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 川崎市第4庁舎 16 磯子区総合庁舎 31 大田区中央
2 川崎区大師分室 17 金沢区長浜 33 大田区矢口
3 国設川崎 18 港北区総合庁舎 34 大田区六郷
4 幸スポーツセンター 19 港南区野庭中学校 35 大田区京浜島
5 中原保健福祉センター 20 旭区鶴ケ峯小学校 36 世田谷区世田谷
6 生活文化会館 21 緑区三保小学校 37 木更津畔戸
7 宮前平小学校 22 栄区上郷小学校
8 鶴見区潮田交流プラザ 23 青葉区総合庁舎
10 神奈川区総合庁舎 24 都筑区総合庁舎
11 西区平沼小学校 25 中央区晴海
13 中区本牧 26 港区台場
14 南区横浜商業高校 28 品川区八潮
15 保土ケ谷区桜丘高校 30 大田区東糀谷

図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
(単位：ppm） 

凡 例      

 

 ◎：煙源 

 ▲：最大着地濃度地点 

     （0.000018ppm） 
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第 2図(2) 二酸化硫黄の地上寄与濃度（年平均値）予測結果 

（将来：新１号機、２号機、３号機） 

（準備書 第 12.1.1.1-33図(3)：P560，変更後） 

 

 

 

 

 

(単位：ppm） 
凡 例      

 

 ◎：煙源 

 ▲：最大着地濃度地点 

    （0.000018ppm） 

 

1 川崎市第4庁舎 16 磯子区総合庁舎 31 大田区中央
2 川崎区大師分室 17 金沢区長浜 33 大田区矢口
3 国設川崎 18 港北区総合庁舎 34 大田区六郷
4 幸スポーツセンター 19 港南区野庭中学校 35 大田区京浜島
5 中原保健福祉センター 20 旭区鶴ケ峯小学校 36 世田谷区世田谷
6 生活文化会館 21 緑区三保小学校 37 木更津畔戸
7 宮前平小学校 22 栄区上郷小学校
8 鶴見区潮田交流プラザ 23 青葉区総合庁舎
10 神奈川区総合庁舎 24 都筑区総合庁舎
11 西区平沼小学校 25 中央区晴海
13 中区本牧 26 港区台場
14 南区横浜商業高校 28 品川区八潮
15 保土ケ谷区桜丘高校 30 大田区東糀谷

図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
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第 2図(1) 二酸化硫黄の地上寄与濃度（年平均値）予測結果 

 （将来：新１号機単独） 

（準備書 第 12.1.1.1-33図(3)：P561，変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 川崎市第4庁舎 16 磯子区総合庁舎 31 大田区中央
2 川崎区大師分室 17 金沢区長浜 33 大田区矢口
3 国設川崎 18 港北区総合庁舎 34 大田区六郷
4 幸スポーツセンター 19 港南区野庭中学校 35 大田区京浜島
5 中原保健福祉センター 20 旭区鶴ケ峯小学校 36 世田谷区世田谷
6 生活文化会館 21 緑区三保小学校 37 木更津畔戸
7 宮前平小学校 22 栄区上郷小学校
8 鶴見区潮田交流プラザ 23 青葉区総合庁舎
10 神奈川区総合庁舎 24 都筑区総合庁舎
11 西区平沼小学校 25 中央区晴海
13 中区本牧 26 港区台場
14 南区横浜商業高校 28 品川区八潮
15 保土ケ谷区桜丘高校 30 大田区東糀谷

図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
(単位：ppm） 

凡 例      

 

 ◎：煙源 

 ▲：最大着地濃度地点 

     （0.000003ppm） 
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第 2図(2) 二酸化硫黄の地上寄与濃度（年平均値）予測結果 

 （将来：新１号機単独） 

（準備書 第 12.1.1.1-33図(3)：P561，変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 川崎市第4庁舎 16 磯子区総合庁舎 31 大田区中央
2 川崎区大師分室 17 金沢区長浜 33 大田区矢口
3 国設川崎 18 港北区総合庁舎 34 大田区六郷
4 幸スポーツセンター 19 港南区野庭中学校 35 大田区京浜島
5 中原保健福祉センター 20 旭区鶴ケ峯小学校 36 世田谷区世田谷
6 生活文化会館 21 緑区三保小学校 37 木更津畔戸
7 宮前平小学校 22 栄区上郷小学校
8 鶴見区潮田交流プラザ 23 青葉区総合庁舎
10 神奈川区総合庁舎 24 都筑区総合庁舎
11 西区平沼小学校 25 中央区晴海
13 中区本牧 26 港区台場
14 南区横浜商業高校 28 品川区八潮
15 保土ケ谷区桜丘高校 30 大田区東糀谷

図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
図中
番号

測定局
(単位：ppm） 

凡 例      

 

 ◎：煙源 

 ▲：最大着地濃度地点 

     （0.000004ppm） 
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（２）二酸化硫黄の排出量変更に伴う日平均値の再予測 

新１号機の硫黄酸化物の排出量は 2.1m3N/h から 4.5m3N/h と増加します。 

したがって、新 1 号機の供用時の煙突排ガスの二酸化硫黄の日平均値の予測

（寄与濃度及び将来環境濃度）は、第 5 表から第 8表のとおりとなります。 

いずれも環境基準（日平均値が 0.04ppm 以下）に適合しています。 

 
第 5表 日平均値の予測結果と環境基準との対比（寄与高濃度日） 

（準備書 第 12.1.1.1-68表：P.608） 

予測項目 

図
中
番
号 

評価対象地点 

寄与濃度 

(新 1号機) 

バック 

グラウンド 

濃 度 

将  来 

環境濃度 

環境基準 

寄与率 

評価対象地点 

の選定根拠 

a b c＝a＋b 

(％) 

a／c 

×100 

二酸化硫黄 

（ppm） 

2 川崎区大師分室 
0.000039 

0.000083 
0.009 

0.009039 

0.009083 日平均値が

0.04ppm以下 

0.43 

0.91 
寄与濃度の最大 

16 磯子区総合庁舎 
0.000026 

0.000055 
0.012 

0.012026 

0.012055 

0.22 

0.46 

将来環境濃度の

最大 

二酸化窒素 

（ppm） 

2 川崎区大師分室 0.000225 0.045 0.045225 
日平均値が 

0.04～0.06ppm 

のゾーン内又は

それ以下 

0.50 寄与濃度の最大 

35 大田区京浜島 0.000189 0.053 0.053189 0.36 
将来環境濃度の

最大 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

2 川崎区大師分室 0.000135 0.058 0.058135 
日平均値が

0.10mg/m3以下 

0.23 寄与濃度の最大 

16 磯子区総合庁舎 0.000089 0.066 0.066089 0.13 
将来環境濃度の

最大 

注：1. 図中番号は、第12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、評価対象地点の平成21～25年度における日平均値の2％除外値又は

年間98％値の平均値を用いた。 
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第 6 表 日平均値の予測結果と環境基準との対比（実測高濃度日） 

（準備書 第 12.1.1.1-69表：P.609） 

予測項目 

図
中
番
号 

評価対象地点 

寄与濃度 

(新 1号機) 

バック 

グラウンド 

濃 度 

将  来 

環境濃度 

環境基準 

寄与率 

評価対象地点 

の選定根拠 

a b c＝a＋b 

(％) 

a／c 

×100 

二酸化硫黄 

（ppm） 

19 
港南区野庭 

中学校 

0.000016 

0.000033 
0.006 

0.006016 

0.006033 日平均値が

0.04ppm以下 

0.27 

0.55 
寄与濃度の最大 

34 大田区六郷 
0.000011 

0.000023 
0.013 

0.013011 

0.013023 

0.08 

0.18 

将来環境濃度の

最大 

二酸化窒素 

（ppm） 

17 金沢区長浜 0.000027 0.043 0.043027 
日平均値が 

0.04～0.06ppm 

のゾーン内又は

それ以下 

0.06 寄与濃度の最大 

35 大田区京浜島 0.000008 0.065 0.065008 0.01 
将来環境濃度の

最大 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

2 川崎区大師分室 0.000062 0.082 0.082062 
日平均値が

0.10mg/m3以下 

0.08 寄与濃度の最大 

35 大田区京浜島 0.000053 0.131 0.131053 0.04 
将来環境濃度の

最大 

注：1. 図中番号は、第12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、評価対象地点の平成26年9月～平成27年8月における二酸化硫黄、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の日平均値の最大値を用いた。 
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第7表(1) 二酸化硫黄の日平均値（寄与高濃度日）の予測結果 

（準備書 第 12.1.1.1-51表：P.574，変更前） 
(単位：ppm) 

都 県 市 区 

図 
中 
番 
号 

測定局 

寄与濃度（新 1号機） 
バックグラウ
ンド濃度 

将  来 

環境濃度 日平均値 

最大値 

上位５日間 

の平均値 

a  b a+b 

神奈川県 川崎市 1 川崎市第 4庁舎 0.000024  0.000017  0.007  0.007024  

2 川崎区大師分室 0.000039  0.000034  0.009  0.009039  

3 国設川崎 0.000021  0.000018  0.006  0.006021  

4 幸スポーツセンター 0.000019  0.000014  0.006  0.006019  

5 中原保健福祉センター 0.000010  0.000009  0.005  0.005010  

6 生活文化会館 0.000007  0.000005  0.005  0.005007  

7 宮前平小学校 0.000006  0.000004  0.003  0.003006  

横浜市 8 鶴見区潮田プラザ 0.000022  0.000016  0.011  0.011022  

10 神奈川区総合庁舎 0.000017  0.000015  0.011  0.011017  

11 西区平沼小学校 0.000016  0.000014  0.008  0.008016  

13 中区本牧 0.000029  0.000022  0.011  0.011029  

14 南区横浜商業高校 0.000015  0.000013  0.008  0.008015  

15 保土谷区桜丘高校 0.000015  0.000013  0.007  0.007015  

16 磯子区総合庁舎 0.000026  0.000019  0.012  0.012026  

17 金沢区長浜 0.000014  0.000013  0.007  0.007014  

18 港北区総合庁舎 0.000014  0.000010  0.008  0.008014  

19 港南区野庭中学校 0.000021  0.000016  0.007  0.007021  

20 旭区鶴ケ峯小学校 0.000013  0.000010  0.007  0.007013  

21 緑区三保小学校 0.000005  0.000004  0.006  0.006005  

22 栄区上郷小学校 0.000019  0.000015  0.006  0.006019  

23 青葉区総合庁舎 0.000005  0.000004  0.005  0.005005  

24 都筑区総合庁舎 0.000007  0.000006  0.008  0.008007  

東京都 中央区 25 中央区晴海 0.000019  0.000017  0.008  0.008019  

港区 26 港区台場 0.000022  0.000020  0.008  0.008022  

品川区 28 品川区八潮 0.000028  0.000025  0.009  0.009028  

大田区 30 大田区東糀谷 0.000036  0.000033  0.007  0.007036  

31 大田区中央 0.000019  0.000016  0.011  0.011019  

33 大田区矢口 0.000013  0.000011  0.009  0.009013  

34 大田区六郷 0.000023  0.000020  0.011  0.011023  

35 大田区京浜島 0.000032  0.000030  0.009  0.009032  

世田谷区 36 世田谷区世田谷 0.000008  0.000006  0.004  0.004008  

千葉県 木更津市 37 木更津畔戸 0.000005  0.000003  0.007  0.007005  

注：1. 図中番号は、第12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、各測定局の平成21～25年度における二酸化硫黄濃度の日

平均値の2％除外値の平均値を用いた。 

  3. 寄与濃度の最大及び将来環境濃度の最大を太字で示した。 
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第 7 表(2) 二酸化硫黄の日平均値（寄与高濃度日）の予測結果 

（準備書 第 12.1.1.1-51表：P.574，変更後） 
(単位：ppm) 

都 県 市 区 

図 
中 
番 
号 

測定局 

寄与濃度（新 1号機） 
バックグラウ
ンド濃度 

将  来 

環境濃度 日平均値 

最大値 

上位５日間 

の平均値 

a  b a+b 

神奈川県 川崎市 1 川崎市第 4庁舎 0.000051  0.000037  0.007  0.007051  

2 川崎区大師分室 0.000083  0.000074  0.009  0.009083  

3 国設川崎 0.000045  0.000038  0.006  0.006045  

4 幸スポーツセンター 0.000041  0.000030  0.006  0.006041  

5 中原保健福祉センター 0.000022  0.000020  0.005  0.005022  

6 生活文化会館 0.000014  0.000009  0.005  0.005014  

7 宮前平小学校 0.000013  0.000009  0.003  0.003013  

横浜市 8 鶴見区潮田プラザ 0.000047  0.000035  0.011  0.011047  

10 神奈川区総合庁舎 0.000036  0.000032  0.011  0.011036  

11 西区平沼小学校 0.000033  0.000029  0.008  0.008033  

13 中区本牧 0.000062  0.000046  0.011  0.011062  

14 南区横浜商業高校 0.000032  0.000028  0.008  0.008032  

15 保土谷区桜丘高校 0.000031  0.000026  0.007  0.007031  

16 磯子区総合庁舎 0.000055  0.000042  0.012  0.012055  

17 金沢区長浜 0.000029  0.000027  0.007  0.007029  

18 港北区総合庁舎 0.000031  0.000022  0.008  0.008031  

19 港南区野庭中学校 0.000044  0.000035  0.007  0.007044  

20 旭区鶴ケ峯小学校 0.000028  0.000022  0.007  0.007028  

21 緑区三保小学校 0.000011  0.000010  0.006  0.006011  

22 栄区上郷小学校 0.000040  0.000032  0.006  0.006040  

23 青葉区総合庁舎 0.000011  0.000010  0.005  0.005011  

24 都筑区総合庁舎 0.000014  0.000012  0.008  0.008014  

東京都 中央区 25 中央区晴海 0.000041  0.000037  0.008  0.008041  

港区 26 港区台場 0.000047  0.000042  0.008  0.008047  

品川区 28 品川区八潮 0.000060  0.000054  0.009  0.009060  

大田区 30 大田区東糀谷 0.000078  0.000072  0.007  0.007078  

31 大田区中央 0.000040  0.000035  0.011  0.011040  

33 大田区矢口 0.000027  0.000023  0.009  0.009027  

34 大田区六郷 0.000050  0.000043  0.011  0.011050  

35 大田区京浜島 0.000070  0.000065  0.009  0.009070  

世田谷区 36 世田谷区世田谷 0.000016  0.000014  0.004  0.004016  

千葉県 木更津市 37 木更津畔戸 0.000011  0.000007  0.007  0.007011  

注：1. 図中番号は、第12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、各測定局の平成21～25年度における二酸化硫黄濃度の日

平均値の2％除外値の平均値を用いた。 

  3. 寄与濃度の最大及び将来環境濃度の最大を太字で示した。 
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第 8 表(1) 二酸化硫黄の日平均値（実測高濃度日）の予測結果 

（準備書 第 12.1.1.1-54表：P.577，変更前） 
(単位：ppm) 

都 県 市 区 

図 
中 
番 
号 

測定局 

寄与濃度 

（新 1号機） 

バックグラ 
ウンド濃度 

将  来 

環境濃度 

a b a＋b 

神奈川県 川崎市 1 川崎市第 4庁舎 0.000014 0.006 0.006014 

2 川崎区大師分室 0.000011 0.009 0.009011 

3 国設川崎 0.000015 0.007 0.007015 

4 幸スポーツセンター 0.000004 0.006 0.006004 

５ 中原保健福祉センター 0.000003 0.006 0.006003 

６ 生活文化会館 0.000000 0.004 0.004000 

7 宮前平小学校 0.000000 0.003 0.003000 

横浜市 8 鶴見区潮田プラザ 0.000006 0.011 0.011006 

10 神奈川区総合庁舎 0.000003 0.009 0.009003 

11 西区平沼小学校 0.000004 0.007 0.007004 

13 中区本牧 0.000000 0.012 0.012000 

14 南区横浜商業高校 0.000006 0.009 0.009006 

15 保土谷区桜丘高校 0.000006 0.006 0.006006 

16 磯子区総合庁舎 0.000013 0.011 0.011013 

17 金沢区長浜 0.000002 0.007 0.007002 

18 港北区総合庁舎 0.000004 0.007 0.007004 

19 港南区野庭中学校 0.000016 0.006 0.006016 

20 旭区鶴ケ峯小学校 0.000000 0.005 0.005000 

21 緑区三保小学校 0.000000 0.004 0.004000 

22 栄区上郷小学校 0.000015 0.007 0.007015 

23 青葉区総合庁舎 0.000004 0.003 0.003004 

24 都筑区総合庁舎 0.000003 0.004 0.004003 

東京都 中央区 25 中央区晴海 0.000008 0.009 0.009008 

港区 26 港区台場 0.000005 0.009 0.009005 

品川区 28 品川区八潮 0.000002 0.009 0.009002 

大田区 30 大田区東糀谷 0.000002 0.008 0.008002 

31 大田区中央 0.000010 0.010 0.010010 

33 大田区矢口 0.000000 0.010 0.010000 

34 大田区六郷 0.000011 0.013 0.013011 

35 大田区京浜島 0.000002 0.010 0.010002 

世田谷区 36 世田谷区世田谷 0.000003 0.005 0.005003 

千葉県 木更津市 37 木更津畔戸 0.000001 0.006 0.006001 

注：1. 図中番号は、第 12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、各測定局の平成 26 年 9 月～平成 27 年 8 月におけ

る二酸化硫黄濃度の日平均値の最大値を用いた。 

  3. 寄与濃度の最大及び将来環境濃度の最大を太字で示した。 
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第 8 表(2) 二酸化硫黄の日平均値（実測高濃度日）の予測結果 

（準備書 第 12.1.1.1-54表：P.577，変更後） 
(単位：ppm) 

都 県 市 区 

図 
中 
番 
号 

測定局 

寄与濃度 

（新 1号機） 

バックグラ 
ウンド濃度 

将  来 

環境濃度 

a b a＋b 

神奈川県 川崎市 1 川崎市第 4庁舎 0.000031 0.006 0.006031 

2 川崎区大師分室 0.000024 0.009 0.009024 

3 国設川崎 0.000033 0.007 0.007033 

4 幸スポーツセンター 0.000009 0.006 0.006009 

５ 中原保健福祉センター 0.000007 0.006 0.006007 

６ 生活文化会館 0.000000 0.004 0.004000 

7 宮前平小学校 0.000000 0.003 0.003000 

横浜市 8 鶴見区潮田プラザ 0.000012 0.011 0.011012 

10 神奈川区総合庁舎 0.000006 0.009 0.009006 

11 西区平沼小学校 0.000009 0.007 0.007009 

13 中区本牧 0.000000 0.012 0.012000 

14 南区横浜商業高校 0.000013 0.009 0.009013 

15 保土谷区桜丘高校 0.000012 0.006 0.006012 

16 磯子区総合庁舎 0.000028 0.011 0.011028 

17 金沢区長浜 0.000005 0.007 0.007005 

18 港北区総合庁舎 0.000009 0.007 0.007009 

19 港南区野庭中学校 0.000033 0.006 0.006033 

20 旭区鶴ケ峯小学校 0.000000 0.005 0.005000 

21 緑区三保小学校 0.000001 0.004 0.004001 

22 栄区上郷小学校 0.000032 0.007 0.007032 

23 青葉区総合庁舎 0.000008 0.003 0.003008 

24 都筑区総合庁舎 0.000007 0.004 0.004007 

東京都 中央区 25 中央区晴海 0.000018 0.009 0.009018 

港区 26 港区台場 0.000011 0.009 0.009011 

品川区 28 品川区八潮 0.000004 0.009 0.009004 

大田区 30 大田区東糀谷 0.000004 0.008 0.008004 

31 大田区中央 0.000020 0.010 0.010020 

33 大田区矢口 0.000000 0.010 0.010000 

34 大田区六郷 0.000023 0.013 0.013023 

35 大田区京浜島 0.000004 0.010 0.010004 

世田谷区 36 世田谷区世田谷 0.000006 0.005 0.005006 

千葉県 木更津市 37 木更津畔戸 0.000002 0.006 0.006002 

注：1. 図中番号は、第 12.1.1.1-10図に対応している。 

  2. バックグラウンド濃度は、各測定局の平成 26 年 9 月～平成 27 年 8 月におけ

る二酸化硫黄濃度の日平均値の最大値を用いた。 

  3. 寄与濃度の最大及び将来環境濃度の最大を太字で示した。 
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（３）二酸化硫黄の排出量変更に伴う特殊気象条件時の再予測 

新１号機の二酸化硫黄の排出量変更に伴い、新 1 号機供用時の煙突排ガス

の二酸化硫黄の特殊気象条件時の予測（寄与濃度及び最大着地濃度）は、第 9

表から第 11表のとおりとなります。 

いずれも環境基準（1時間値が 0.1ppm 以下）に適合しています。 

 
第 9 表 逆転層形成時の１時間値の予測結果と環境基準等との対比 

（準備書 第 12.1.1.1-70表：P.610） 

予測項目 

寄与濃度 

(新 1号機) 

バックグラ 

ウンド濃度 

将  来 

環境濃度 環境基準等 

a b a＋b 

二酸化硫黄 

（ppm） 
0.0008 
0.0016 

0.022 
0.0228 
0.0236 

１時間値が 

0.1ppm 以下 

二酸化窒素 

（ppm） 
0.0044 0.065 0.0694 

１時間暴露*として 

0.1～0.2ppm以下 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.0026 0.073 0.0756 

１時間値が 

0.20mg/m3以下 

注：1. 環境基準等は、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質については1時間値に係る環境基準、
二酸化窒素については短期暴露の指針値を示す。 

  2. ※短期暴露の指針値は、昭和53年の中央公害対策審議会による指針値を示す。 
  3. バックグラウンド濃度は、最大着地濃度が出現した日時における対象事業実施区

域から半径10km範囲内の一般局の１時間値の最大値を用いた。 
二酸化硫黄  ：平成27年7月24日21時（神奈川区総合庁舎局）  
二酸化窒素  ：平成27年7月24日21時（港北区総合庁舎局）  
浮遊粒子状物質：平成27年7月24日21時（川崎市第4庁舎局） 

 

 

第 10表 煙突ダウンウォッシュ発生時の１時間値の予測結果と環境基準等との対比 

（準備書 第 12.1.1.1-71表：P.611） 

予測項目 

寄与濃度 

(新 1号機) 

バックグラ 

ウンド濃度 

将  来 

環境濃度 環境基準等 

a b a＋b 

二酸化硫黄 

（ppm） 

0.0002 
0.0005 

0.007 
0.0072 
0.0075 

１時間値が 

0.1ppm 以下 

二酸化窒素 

（ppm） 
0.0012 0.014 0.0152 

１時間暴露*として 

0.1～0.2ppm以下 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.0007 0.068 0.0687 

１時間値が 

0.20mg/m3以下 

注：1. 環境基準等は、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質については1時間値に係る環境基準、
二酸化窒素については短期暴露の指針値を示す。 

  2.*短期暴露の指針値は、昭和53年の中央公害対策審議会による指針値を示す。 
  3. バックグラウンド濃度は、最大着地濃度が出現した日時における対象事業実施区

域から半径10km範囲内の一般局の１時間値の最大値を用いた。 
二酸化硫黄  ：平成26年10月14日3時（中区本牧局） 
二酸化窒素  ：平成26年10月14日3時（川崎区大師分室局） 
浮遊粒子状物質：平成26年10月14日3時（川崎区大師分室局） 
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第 11表 内部境界層によるフュミゲーション発生時の 

１時間値の予測結果と環境基準等との対比 

（準備書 第 12.1.1.1-72表：P.611） 

予測項目 

寄与濃度 

(新 1号機) 

バックグラ 

ウンド濃度 

将  来 

環境濃度 環境基準等 

a b a＋b 

二酸化硫黄 

（ppm） 
0.0036 
0.0077 

0.010 
0.0136 
0.0177 

1時間値が 

0.1ppm以下 

二酸化窒素 

（ppm） 
0.0208 0.047 0.0678 

１時間暴露*として 

0.1～0.2ppm以下 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.0124 0.094 0.1064 

1時間値が 

0.20mg/m3以下 

注：1. 環境基準等は、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質については1時間値に係る環境基準、
二酸化窒素については短期暴露の指針値を示す。 

  2. *短期暴露の指針値は、昭和53年の中央公害対策審議会による指針値を示す。 
  3. バックグラウンド濃度は、最大着地濃度が出現した日時における対象事業実施区

域から半径10km範囲内の一般局の１時間値の最大値を用いた。 
二酸化硫黄  ：平成27年7月27日12時（神奈川区総合庁舎局）  
二酸化窒素  ：平成27年7月27日12時（川崎市第4庁舎局） 
浮遊粒子状物質：平成27年7月27日12時（川崎市第4庁舎局） 
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新１号機及び 2・3号機の発電用燃料の使用量の変更の伴い、施設の稼働（排

ガス）の温室効果ガス等の予測結果は第 1表のとおり変更となります。 

 

また、将来の発電所全体の二酸化炭素排出原単位(第 1表の青字部*)につい

ては、数値の記載に誤記がありましたので修正させていただきます。 

 

 
第１表 発電設備の二酸化炭素年間排出量及び発電電力量当たりの排出原単位 

（準備書 第 12.1.9-1表：P.989） 

注：1. 二酸化炭素の排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年法律第 117号）に規定

された排出係数、及び、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54年法律第 49号）の

規定による定期報告で用いた発熱量に基づき算定した。 

2. 設備利用率は、定格出力に基づく総発電電力量に対する稼動の割合を示す。 

3. 4号機は、製鉄所内の廃熱ボイラで発生した蒸気のうち製鉄所内で使用した残余の蒸気を使用する

発電設備のため CO2排出量はない。 

4. 燃料使用量は、製鉄所から供給される燃料（副生ガス）のバランスに応じ変動するため、代表的な

燃料構成からそれぞれ年間の使用量を算出した。 

5. 製鉄所から発生する副生ガス量は粗鋼生産量に応じ増減するが、現状・将来で生産量は変わらない

ものとして、発電所で使用する副生ガス量も変動しないものとした。また、補助燃料（重油及び

都市ガス）は、新 1号の高効率化によって、使用量が減少している。 

 

 

単位 

現 状 将 来 

1号機 2号機 3号機 4号機 
合計･ 

平均 
新 1号機 2号機 3号機 4号機 

合計･ 

平均 

原動機の 

種類 
－ 汽力 同左 同左 同左 － 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

及び汽力 

現状 

どおり 

現状 

どおり 

現状 

どおり 
－ 

出力 万 kW 13.5 14.2 14.2 2.25 44.15 19.0 14.2 14.2 2.25 49.65 

設備利用率 % 64.2 67.4 70.6 47.2 － 89.7 41.9 43.6 47.2 － 

年間発電量 億 kWh/年 7.59 8.39 8.78 0.93 25.69 14.93 5.21 5.42 0.93 26.49 

燃 

料 

使 

用 

量 

BFG 
億 m3N 

10.9 8.9 9.8 － 29.5 27.7  0.6 1.2  

 

－ 29.5 

COG 
億 m3N 

1.6 1.6 1.4 － 4.6 1.0  

1.1 

2.1 1.4 

1.3 

－ 4.6 

LDG 
億 m3N 

0.1 0.9 1.5 － 2.5 0.3   

0 

0.2 1.9 

2.2 

－ 2.5 

重油 億 L 0.009 0.009 0.017 － 0.035 － 0.008 0.008 － 0.016 

都市 

ガス 
億 m3N 0.1 0.2 0.2 － 0.5 0.1 0.1 0.1 － 0.3 

二酸化炭素 

排出量 
万 t-CO2/年 53.16 58.30 66.90 0 178.36 

105.39 

102.91 
24.70 

40.84  

43.33 
0 170.93 

二酸化炭素排

出原単位 
kg-CO2/kWh 0.700 0.695 0.762 0 0.694 

0.706 

0.689 
0.474 

0.730  

0.800 
0 

0.641  

0.645* 

４．施設の稼働（排ガス）の温室効果ガス等の再予測について 
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